
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１００号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年５月２６日 ０７時３３分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿市薩摩長崎鼻灯台から真方位２６６°２.２海里付近 

（概位 北緯３１°０９.２′ 東経１３０°３２.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年６月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 作業船 真帆
ま ほ

丸、５トン未満（登録長１１.０ｍ） 

   ２９２－３３３１６鹿児島、個人所有 

Ｂ 漁船 第二輝美
き み

丸、２.８トン（登録長８.１ｍ） 

   ＫＧ３－２７４１７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷者１人、Ｂ船長が腰を打撲 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部を破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗船し、針路を西方に向けて、約１１.０ノッ

ト（kn）の速力で航行中、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、針路を北東

方に向けて、約２～３kn の速力で、揚縄をしながら航行中、平成２１年５

月２６日０７時３３分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

船長Ａは、居眠りに陥った可能性があると考えら

れる。 

船長Ｂは、有効な音響による信号装置を装備して

いなかった可能性があると考えられる。 

船長Ｂは、衝突を避けるための措置をとらなかっ

た可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、薩摩長崎鼻灯台北西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が北

東進しながら揚網中、船長Ａが居眠りに陥り、また、船長Ｂが衝突を避け

るための措置をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

 




